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企業による産業財産権保全活動とその社会的最適性

飯島　裕胤・家田　　崇

【論　文】

要　旨
権利企業が自らの費用負担の下に産業財産権の保全（権利侵害の探索・同定・通報など）
を行うという現実的状況を想定するとき、その保全活動の水準は社会的に「過少」になる
だろうか。あるいは「過大」になることもあるだろうか。そしてこの過少／過大の結果は
何によって左右されるだろうか。本稿は、従来の研究では十分に注意が払われてこなかっ
た「権利企業自身の産業財産権保全活動」を描く基本モデルを構築・分析し、上の問いに
答える。「創発と競争のトレードオフ」が、ここでの解のポイントである。

キーワード　産業財産権の保全活動、創発（イノベーション）のインセンティブ、
　　　　　　市場競争、企業制度の理論、法の経済分析

1．はじめに
特許権・意匠権・商標権などの産業財産権を保護するには、法が権利を規定するだけでなく、権

利侵害者の探索・同定や違反者に対する制裁などの実質的活動が必要である。そして、侵害者の探
索や同定については、事実上、産業財産の権利者である企業自身がその活動の多くを担い、少なく
ない費用を負担している。

近年、社会の成熟化とともに、企業の収益源としてファッション・デザイン面の重要性が（従来
から収益源と目された特許技術に加えて）強く意識されるようになってきた1。その一方で、技術的
には模倣（コピー）がますます容易になり、模倣品の拡散も世界的範囲に広がっている。これらを

1 同じ機能をもちながらデザインの違いで数倍の価格差が生じる現象は、日常生活でも多く目にする。また、
デザインの良い高額商品・サービスの方を選択する消費者もよく見かける。このような成熟社会に共通する
状況を背景に、ファッションに関わる法全てを体系的に理解する試みである「ファッションロー」研究が、米
国を中心に盛んに行われている。代表研究として、この分野の創出者の一人である Scafidiの主著（Scafidi 

（2005））を挙げる。
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背景としてファッション・デザインに関わる意匠権や商標権などが注目されているが、これらは技
術特許と比べて模倣が容易な面があるため、産業財産権の理解においては上述の保全費用負担の問
題が無視できなくなりつつある2。

保全費用を企業自身が負担することと対になって、保全活動の水準は、企業自身の選択に委ねら
れている。よって権利侵害が十分想定されるとしても、「自社にとって費用がかかりすぎる」と判
断されれば保全活動は行われない。本稿は、この産業財産権保全活動が社会厚生の観点から見て

「過少」になるのか「過大」になるのかを理論的に検討する3。
おそらく、産業財産権の保全は創発（イノベーション）のインセンティブを高める。しかし一方

で競争を阻害する効果ももつ4。このトレードオフ（二律背反）状況で、企業が費用をにらみつつ自
由意思で選択する保全活動の水準は、「過少」になるのか「過大」になるのか。また、いかなる状況
で過少／過大になるのか。本稿はこれらを問うのだが、また同時に、この問題に答えることのでき
るモデルを構築できるかどうかを問うものでもある。

論理的には、従来の研究における企業の選択に「保全活動」を加えるので、モデルは変数が一つ
増えてより複雑なものになり、解釈可能な解を導くことが難しくなるようにみえる。しかし後にみ
るように、社会厚生を分析する観点からは、企業が最適化を行う事実によって、過少／過大を決定
づける条件式の構成項目を減ずる

4 4 4

ことができる（包絡線定理）利点を利用できる。これによって、
企業の選択変数でない状況よりも解を簡単化し、厳密な理論モデルに依拠しつつ上の問いに答える5。

産業財産権と発明・創発に関する経済学研究は、Arrow（1962）、Nordhaus（1969）に端を発し
ているが、この分野は近年、実務面の様々な課題を取り入れたものに進化しつつある。発明知財の
専有可能性の検討はその実りある例で、Levin et al.（1987）、後藤＝永田（1997）、Cohen et al. 

（2000）に至る諸研究がある。これらは、権利取得が必ずしも独占に向かうのでなく、知財取引と
外部活用を促進しうることを示している6。また、2000年代後半からは職務発明制度のあり方の研究
もなされている。長岡（2006）、Josh and Wulf（2007）、Manso（2011）、長岡他（2014）に至る研究

2 必ずしもファッション・デザインに限定したものではないが、大野（2017）、東松（2017）がある（後に本文で
触れる）。とくにファッション・デザインの権利侵害については探索も同定も難しい上に件数も多くなりがち
で、専門の部署等を置くとともに外部機関（弁護士事務所など）と連携して活動する必要が生じるが、このよ
うな費用負担は、ファッション・デザイン面の経済的価値が高まるとともにますます増加すると考えられる。

3 社会厚生は、「諸企業」と「消費者」の利益から構成される。
4 模倣を抑制することは、権利者の「独占力の行使」を許すことである。
5 池田他（2018）は、模倣企業との競争の下で創発インセンティブを考えるという点で、本稿と問題意識を共有

する先行研究である（ただし創発企業自身の産業財産権保全活動は考慮されていない）。彼らの厚生分析はほ
ぼ「数値解」で算出されているのに対して本稿が「一般解」で解を導いているのは、一つには、この包絡線定
理の利用によるところが大きい（もう一つは、彼らの問題意識がさまざまな企業競争方式間の比較にあること
がある）。

6 これらの研究は、特許が発明・創発を必ずしも促進しないことを実証的に示した、Kortum and Lerner （1999）、
Sakakibara and Branstetter （1999）、Hall and Ziedonis （2001）による一連の研究と関連する。専有には社会
的利益の一方で問題もあり、外部活用の促進とのバランスが重要である。
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により、職務発明制度に関わる実証的事実が解明されつつある。
法学分野では、ごく最近になって権利者自身の保全費用問題がとりあげられはじめた。大野

（2017）、東松（2017）はその優れた例である。費用を軽減する制度も検討されている。産業全体と
して模倣が技術的に容易になっていることと並行して、保全費用負担の問題が提起されつつある。

本稿は、産業財産権の経済学研究に、これまで経済学分野で注意が払われてこなかった「権利者
自身の保全活動費用負担」という実務面の重要な課題を取り入れた理論研究である。モデル分析の
利点は、制度・政策の正当性が「条件付き」である状況で─本稿が対象とする産業財産権の保全活
動においても過少／過大は経済環境次第である─判断を分ける「条件」を明確に示しうることにあ
る7。本稿が、明示的にモデルを提示しながら産業財産権の新たな実務的課題を検討することには、
とくにファッション・デザインをはじめとする産業財産の価値が、あらゆる産業政策・戦略におい
て今後重要になると考えられることとあいまって、一定以上の学術的意義を見出しうるように思わ
れる8。

論文の構成は以下の通りである。第2節でモデルを提示する。第3節でモデルの均衡解を描写し、
第 4 節で均衡解の特徴を調べる。提示したモデルが十分に解釈可能な解をもち、今後さまざまな状
況について応用的分析を行うことが可能であることを示す。最後に第 5 節で結論を述べる。

2．モデル
市場に創発者（ で表す）と模倣者（ で表す）とよばれる 2 つの企業が存在する。
創発者は、生産活動を行う前に創発（イノベーション）活動─その対象がテクノロジーであるか

デザインであるかは限定せず一般的に考える─を行う。創発活動はそれ自体費用がかかるものの、
製品の高付加価値化をもたらすことによって、付加価値当たりの費用を引き下げる作用をもつ。創発
活動の水準を 、創発活動の費用を （ただし、 ）、創発者の生産費用を

（ただし、 は創発者の生産活動水準）として定式化する。創発を通じて得られた知
識や技法の少なくとも一部は、産業財産権として創発者が占有する権利をもつものとする9。

ただし、模倣者が存在し、創発活動の費用を負担することなくその効果が一定程度獲得される。
すなわち、追加費用支出なしに、模倣者の生産費用を引き下げることが行われる。とはいえ、違法な
ものについては創発者自身が権利保全活動（探索・同定・通報など）を行うことで模倣の一部を阻止
することができるものとする10。このような「模倣」と「権利保全活動」の効果を、権利保全活動を 、模

7 通常の論理的な推論では、制度・政策が正当化される条件を明確に導くことは困難である。まして、第三者
が導かれた推論の正誤を判定するのは、さらに難しい。

8 Raustiala and Sprigman（2006）は、法学者による、経済学の成果を多くふまえたファッションを中心にした
産業財産権の研究である。意欲的で示唆に富む優れた論考であるが、明示的にモデルは提示されず、ファッ
ション特有の問題に対する十分な経済学的検討は行われていないように見受けられる。

9 占有する権利をもつことと実際に占有できることは別問題である。以下、この点をモデル化して分析を行う。
10 理念的には保全活動は政府が行うことも可能であり、その場合の帰結も後に分析する。
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倣者の生産費用を （ただし、 , , , ,
, は模倣者の生産活動水準）、創発者の権利保全費用を （ただし、

）とすることで定式化する。つまり、模倣者の生産費用は創発者の創発活動によって
下がるが、費用のかかる権利保全活動によって一部が押し戻されると想定する11。

製品の生産・販売はこれらの活動に引き続いて行われる。創発者と模倣者の製品に対する消費者
の需要を、逆需要曲線、

 

（ただし、 は製品価格、 、 は市場規模を表すパラメータ、 は弾力性の低さを表す
パラメータである）によって定式化する12。創発者・模倣者がそれぞれ生産水準 を決定するこ
とによって製品価格が定まるが、その決定方式をクールノー＝ナッシュ均衡によって描くことにする。

なお、創発者・模倣者の利潤 は、
 

 

である。また、消費者余剰 は、

 

である。そして社会厚生 は、
 

で定義される。

3．均衡
このモデルの均衡を明らかにする。
均衡はモデルの内生変数 の状態によって記述される。後ろ向きにまず生産水準 、

次いで創発・保全活動の水準 を描く。

3.1　均衡生産水準
を所与とする。これはつまり限界生産費用 を所与とすることに等しい。このときのクー

ルノー＝ナッシュ均衡生産水準を求める。

11 模倣が適法であったり探索や同定が困難な状況は、数式上 の値が小さい（押し戻しの効果が小さい）こ
とによって定式化される。

12 製品は差別化されていないものとする（同質財である）。今後の研究課題として、差別化される場合の応用研
究が考えられよう。
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これは （創発者の利潤）の に関する最大化解、

 

および、 （模倣者の利潤）の に関する最大化解、

 

からなる連立方程式を解くことで求められる。それは、

  （1）

  （2）

である。
なお、創発者・模倣者の利潤は次のように書ける。

  （3）

  （4）

また、消費者余剰は、

  （5）

である。

3.2　均衡創発・保全活動
創発者は、自らの利潤 が の水準に依存した関数 になることを見越して、創発・保

全活動を決定する。
利潤最大化条件 から、均衡において次の 2 式が成立する。

  （6）

  （7）

（6）式は保全活動の、（7）式は創発活動のそれぞれ限界便益 と限界費用 の均等を表している
（左辺 が、右辺が である）。

この関係は図示すると理解しやすい。それぞれ以下の図 1、図 2 のように表され、均衡保全活動
、均衡創発活動 はそれぞれの 線、 線の交点として表現される。
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図1：均衡保全活動：保全活動の限界便益・費用の均等

  

 

 

 

図2：均衡創発活動：創発活動の限界便益・費用の均等

全体を通したモデルの解は、4 つの方程式（1）,（2）,（6）,（7）を満たす である。

4．解の性質
4.1　保全費用の存在の影響

本稿のモデルは、創発者による産業財産の権利保全費用負担という現実を明示的に考慮してい
る。先行研究と異なるこの定式化は、解にどのような影響を与えているだろうか。

保全費用 は、解を特徴づける 4 本の方程式（1）,（2）,（6）,（7）のうち、直接的には（6）式の右辺
に影響する。図1でいうと 線を上方にシフトさせ、 線との交点で与えられる を減少させる。

このことは、さらに派生的な影響を与える。 （模倣者の限界生産費用）は保全活動 の関数であ
り , であるから、 が減少すれば、 と が低下する。そして、前者
は（4）式の右辺第 1 項を、後者は第 2 項を下げ、いずれも図 2 の 線を下方シフトさせる。これ
が 線との交点である を減少させる。

つまり、保全費用の存在が創発活動を引き下げる効果がある。これは、直観的には、保全が低下
して模倣者の生産費用が下がり、それが創発者の創発による利益を引き下げることによる。

もちろん、その過程で模倣者の利潤は増加することになる。
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4.2　政策的な保全活動の実施
保全費用の存在が創発活動を引き下げることをふまえれば、政策的に保全活動を実施することが

考えられる13。
ただし、一般に政策には「クラウディングアウト効果」がありうるから、政策が所期の意図通り

の結果をもたらすとは限らない。これを保全活動の場合に即していえば、政府が保全活動を肩代わ
りすれば創発者がその分の保全活動を減じ、結果的に創発活動は（意に反して）増えないことに相
当する。

議論を明確にするため、記号として政策的な保全活動水準を 、創発者自身の保全活動水準を 、
そして とおこう。クラウディングアウトは、 が増加したときに が縮小する効果である。
はたして、 の水準は増加するだろうか。

の増加は、図 1 のおける 線を の増加分だけ左にシフトさせる。 の増加分だけ少ない で
あっても、 は当初の水準と同等になるからである。これを図 3 に示す（ 線がシフト後の
のグラフである）。なお、 線は変化しない。

 

 
  

 

 

 

図3：政策的保全活動の効果

このとき、均衡保全活動は、 線と 線の交点である に移動する。図から分かるように
は縮小するものの、 は よりは小さい。結果的に、 の水準は増加することが分か
る。

つまり政策的な保全活動の実施は、相応のクラウディングアウトが観察されるものの、社会の保
全活動としては増加するといえる。

13 つまり政府が肩代わりして実施するということである。
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4.3　政策的保全活動は社会厚生を高めるか
上の分析から、政府による政策的な保全活動が創発者の創発活動を増加させることを確認した。

それでは、そのことは社会厚生を上昇させるだろうか14。
おそらくその答えは自明ではない。一面、創発活動が生産費用 を引き下げて企業利潤

と消費者余剰 を上昇させるプラスの効果があるが、もう一面、模倣の減少は、（模倣者の利潤
を下げるだけでなく）財価格 を上昇させることを通じて消費者余剰 を押し下げるマイナスの効
果もあるからである。つまり、創発活動が競争を抑制してしまうトレードオフが考えられる。

以下、社会厚生 を保全活動水準 で微分した を明示的に導出し、保全活動の増加によっ
て社会厚生が上昇するかどうか、また上昇（低下）するのはどのような状況か、一般的に明らかに
する。本稿は先行研究に創発者自身の保全活動という要素を加えて分析を現実に近づける試みを
行っているのだが、ここで があまりに複雑になって解釈が不可能なであれば、モデルは実
際の運用にたえない（トラクタブルでない）ことを意味する。ここでの計算は、本稿のモデルがう
まく機能するかを試す作業でもある。

求めてみよう。 が から構成され、それぞれ保全活動 と創発活動 の直接・間接効果
を通じて変化する。よって は、 をそれぞれ（3）,（4）,（5）式で与えられるものとして、
次のように書くことができる。

  （8）

ただし、この（8）式は第 1 項目と第 4 項目は消去される。というのも、先に（6）,（7）式でみたよ
うに、創発者の最適化の結果、

 

となるからである（包絡線定理）。ゆえに、（8）式は、

  （8’）

と簡略化される。よって、この式の符号とその決定因を調べればよい。
（8’）式の第1, 2 項目は が を変化させることを通じて、第3, 4 項目は が と を変化させる

ことを通じて定まることから、（8’）式は次のように表すことができる15。

14 上昇するなら創発者の自由意思による保全活動は「過少」、低下するなら「過大」ということになる。
15 は に依らないことに注意する。
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 （8’’）
 

これが、本稿のモデルにおける厚生効果を決定づける条件式である。
（8’’）式の符号を調べる。（4）,（5）式から  、
と の仮定から 、そして第4.1節の議論から である

から、（8’’）式は第 1, 2 , 3 項目がマイナス、第 4, 5 , 6 項目がプラスである。両者の大小関係により
はプラスにもマイナスにもなりうることが分かる。

各項はどのようなことを表しているだろうか。第 1, 2 項目は、保全活動の増加によって生じる
競争の抑制効果を表している。 の増加により が低下する効果である。それ以降の 4 項目は
の増加を通じて と が低下することの効果を表している。第 3 項目は創発の増加による（ の低
下を通じた） の低下という厚生の控除項目、第 4, 5 , 6 項目は の上昇という正の側面を表し
ている。方程式（8’’）の符号の決定因は保全活動の増加による競争の抑制効果と創発活動の促進効
果のトレードオフであり、さらに、それらの効果のうち模倣者と消費者のという外部効果のみを考
慮すればよいのである16。解釈可能なシンプルな条件式にまとめられる。

ならば、さらに式を展開することで、厚生効果の正負を分ける要因を特定できないだろうか。
（8’’）式は、（4）,（5）式を使うと次のように展開できる。

  （8’’’）

 

（8’’’）式右辺にある 2 項それぞれのカッコ内を比較すると、

 

であることから17、第 2 項の方が必ず値が大きくなることが分かる。
右辺第 2 項カッコ内において （保全活動による模倣者の費用増加効果）よりも や

（創発活動による費用低下効果）が大きい状況ではこの項は正値になるが、それが（8’’’）式
全体の正値を保証するのは、前段落の考察により、

 

16 つまり、創発者の効果は考えなくてよい、ということである。これは創発者の最適化の結果である。
17 第３番目の不等式は、仮定 による（創発の効果は模倣者より創発者自身の方が大きい）。
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つまり、

 

のとき、要するに創発者の費用が模倣者のそれよりも優位であり、限界費用が を下回るときであ
る。

この小節は次のようにまとめられる。すなわち、保全活動の政策判断においては、それが競争の
抑制と創発の促進の両面をもっていることを考慮すべきである。そして、その際には外部効果のみ
の情報を測定すればよく、創発者の利潤動向の情報は不要である。最適化を行っている創発者の利
潤は、政策変更によって増えも減りもしないからである。なお具体的な条件としては、創発活動に
よる費用低減効果が大きく、かつ創発者の費用優位が十分大きい場合には、政策効果はプラスであ
る18。政策実施にあたっては、これら 2 条件の成立を見極めることが肝要である。

4.4　模倣者利潤を社会厚生に含めない場合
前節で、政策的な産業財産権保全活動の促進は必ずしも正当化されないことをみた。その主な理

由は競争の抑制によって消費者余剰が悪化することにあるが、社会厚生に模倣者の利潤動向を含め
ていることも一因である。

政策目的によっては、社会厚生から模倣者の利潤が除外されることがある。例えば創発者が（先
進国の）国内企業、模倣者が（新興国などの）海外企業である場合である。このとき、政策的な保
全活動の促進はより正当化されやすくなることが考えられる。

以下、確認する。この小節では、社会厚生を創発者利潤と消費者余剰からなるものと定義する。
つまり、社会厚生 が次の式で与えられる状況を考える。

 

このとき、政策的な保全活動促進の厚生効果は、

  （9）

によって計られる。条件式（9）は、（8’’）式から第1, 3, 5 項を除いたものである。
（9）式は第 1 項目が負値、第2, 3 項目が正値である。依然として第 1 項目で表される競争の抑制

に伴う社会厚生の悪化という要素が含まれるのだが、（8’’）式との比較では、よりプラスになりや
すいといえるだろうか。
（8’’）式から除かれた 3 項のうち、第 1, 3 項目は負値、第 5 項目は正値であるから、もし第 1, 3

項目の絶対値が第 5 項目を上回るなら、 が成立する。ここで（8’’）式第 3 項目と
第 5 項目の絶対値の差を計算すると、

18 典型的には、創発者が他の競合者に対して「ガリバー的（＝影響力・存在が抜群である）」状況が考えられる。
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である。ここから、

  （10）

ならば 、つまり模倣者利潤が社会厚生から除外されることによって、政策的保
全活動の促進が正当化されやすくなるといえる。

条件式（10）は、創発活動の創発者に対する直接効果が、模倣者に対するスピルオーバー効果の
2 倍を上回ることである。直観的に、スピルオーバー効果がきわめて大きいものになると保全活動
の促進が（創発の促進を通じて）模倣者の利潤を上昇

4 4

させる論理的可能性があるが、（10）式は、そ
のような例外に該当しない十分条件を与えている。

5　結論
産業におけるアイデアやデザイン等の創発者は、模倣の探索・同定・通報を通じて自ら産業財産

権の保全を行い、その費用を負担している。本稿は、その現実を描写する分析可能な枠組みを提示
した。従来の枠組みでは産業財産権の保全活動はあたかも政府負担により行われるものと仮定され
ていたが、本稿はより現実的な枠組みの下で、創発者の自由意思による保全活動が社会的にみて過
少か過大かに関する政策的示唆を導いている。

創発者自身が保全費用を負担することによって、それがないときに比べ創発活動は低下する。し
かしそれでも政策的な保全活動の実施は、正当化される場合とされない場合がある。その判断のポ
イントは、「競争と創発のトレードオフ」にある。そして、両効果それぞれにおける「外部効果」を
見極めることのみ

4 4

が重要であり、創発者利潤に対する影響は情報測定する必要がない
4 4

。そして具体
的な条件としては、創発活動による費用低減効果が大きく、かつ創発者の費用優位が十分大きい場
合（創発者が「ガリバー的」なケースである）には、政策効果はプラスである。これらのことを明ら
かにしたものである。

本稿の枠組みは、今後、財市場で製品差別化がみられるケースや、多様な創発活動が互いに外部
効果をもちながら行われるケースに応用することが考えられる。また、保全活動の費用構造に創発
者自身と政府で差異があるケースも、政策的に興味深い応用例といえる。
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